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戸沢村ふるさと納税推進業務委託公募型プロポーザル実施要領 

  

戸沢村ふるさと納税に係る寄附の受付、寄附者情報の管理、返礼品の発注・配送管理・新

規開発、プロモーション等を民間事業者に委託することにより、事務の効率化を図るとと

もに、ふるさと納税制度を活用した歳入の更なる増加、寄附者へのサービスの向上と、戸

沢村（以下「本村」という。）の更なる魅力発信を目的に、本業務の委託候補事業者を選

定するためのプロポーザルを次のとおり実施する。  

  

１   概要業務  

⑴ 業務委託名  

戸沢村ふるさと納税推進業務委託  

⑵ 業務内容  

別添「戸沢村ふるさと納税推進業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」のとお

り  

⑶ 履行場所  

戸沢村まちづくり課が指定する場所  

⑷ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。ただし、契約締結日から令

和７年３月３１日までの間は、業務開始に向けた準備期間とし、当該準備期間中は

受託者の責任において引継ぎ・準備を行い、準備期間にかかる経費は受託者の負担

とする。  

⑸ 委託料の見積上限額   

(ァ)見積額の上限は寄付金額の３９．６％(消費税及び地方消費税額を含む)  

※次の費用は本業務に含まない。ポータルサイト使用料、寄附金入金に係る決済手

数料 

 (ィ) 寄附金受領証明書等作成及び発送業務については 1件当たり上限 231 円 

 (ゥ) ワンストップ特例申請の受付管理業務及びデータ作成業務については 1件当たり上限

275 円 (すべて消費税及び地方消費税額を含む) 

 (ェ) ワンストップ特例申請書類の発送業務については 1件当たり上限 110 円 

  

２      参加資格 

次に掲げる要件を全て満たしている者とする。  

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。  

⑵ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）に基づく再生又は更生手続開始の申立てがなされていない者であること。  

⑶ 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は破産法（平成１６年法

律第７５号）に基づく破産の申立てがなされていない者であること。  

⑷ 戸沢村暴力団排除条例（平成２３年条例第８号）に定める暴力団、暴力団員及び暴

力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。  

⑸ 国税及び地方税の滞納がないこと。  

⑹ 直近２年間で、単年度寄附額５億円以上、寄附件数が 25,000 件以上ある自治体のふ

るさと納税業務を受託した実績を有していること。  

⑺ ふるさと納税業務受託の実績年数が３年以上あること。  
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(8) 山形県内に本社、支社又は事業所を設置し、戸沢村や返礼品提供事業者と密に連携し

た業務を行える者であること。 

 

 

３      企画提案方法・提出期限  

(1)     以下に掲げる書類を提出期限までに提出先へ持参又は郵送すること。 

      （郵送の場合は、提出期限までに必着することとし、書留郵便等配達の記録が確認

できるものによること。）  

※複数の法人（団体）が共同して提案する場合は、関連する全ての法人（団体）に

ついて下記書類を提出すること。  

(ア) 以下の書類は、１部提出すること。  

（提出期限：令和６年１２月１３日（金）午後５時まで） 

提出後、令和６年１２月１７日（火）までに、審査日程の詳細について本村からメ

ールで連絡を行う。 

①  プロポーザル参加表明書（様式第１号）  

※様式２号を提出する場合は、代表団体のみ提出すること  

②  共同企業体構成書（様式第２号）  

※複数の法人（団体）が共同して提案する場合  

③  会社概要書（様式第３号） 

以下は、申請日前３か月以内に証明されたもので、写しの提出を可とする。  

・法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）  

・法人税、消費税及び地方消費税に係る未納税額がない旨の証明書  

・本店所在地の市町村等が発行する未納税額がない旨の証明書  

④  業務実績書（様式第７号）  

(イ)   以下の資料は、７部提出すること。内訳は、正本１部、副本６部とし、副本には

事業者名が特定できるような表示や表現は行わないこと。  

（提出期限：令和６年１２月１７日（火）午後５時まで）  

① 企画提案書（様式第４号を表紙とする。）  

② 業務従事者一覧（様式第５号）  

③ 参考見積書（様式第６号）  

④ 業務実績書（様式第７号）  

 

 

(2) 提出先 

下記「13担当」に同じ  

⑶   企画提案にあたっての留意事項  

(ア) 本事業への企画提案に係る一切の費用は、企画提案者の負担とする。  

(イ)   提出書類の返却は行わない。   

  

４     企画提案書の内容  

（1） 仕様書を参照し、主として次の事項に関する提案を明確に記載すること。  

(ア)業務遂行の体制  

① 業務実施体制（人員構成とサポート体制） 

② 実施スケジュール（必要な準備期間及びその期間中の取組みを含む）  

③ 個人情報保護対策  
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(イ)具体的な業務内容  

① ふるさと納税ポータルサイトとの連携体制  

② 管理システムについて 

(ウ)村の現状分析を踏まえた具体的な提案 

(エ) 返礼品の調達の取組及び手法  

(オ) 新規返礼品開拓の取組及び手法  

(カ) 問合せ対応の取組及び手法  

(キ) 各種分析の取組及び手法  

(ク) その他  

(2) 企画提案書の作成にあたっての留意事項  

(ア)提案は、考え方を簡潔に記述すること。  

(イ)企画提案書は自由様式とするが、文章やイメージ図等で簡潔に記載すること。提

案書は、原則としてＡ4 サイズ、両面印刷とし、30 ページ以内を目安として作

成すること。本編にはページ番号を付記すること。  

(ウ)文字サイズは１２ポイント以上とすること。  

(エ)文書を補完するため最小限のイメージ図・イラスト等を使用しても構わない。  

(オ)企画提案書は、１事業者につき１種とする。  

  

５ 参考見積書の内容 

参考見積書に記載する金額は、下記「⑴見積書作成時、参考寄附受入額」の寄附があっ

た場合に要する基本業務委託料、寄附金受領証明書等及びワンストップ特例申請書類の

発送業務委託料、ワンストップ特例申請の受付管理業務及びデータ作成業務、その内訳

を下記「⑶見積項目」のとおり記載し、その算出根拠を任意様式等で示すこと。    

なお、見積額総額は消費税及び地方消費税を含む額とすること。  

⑴ 見積書作成時、参考寄附受入額  

目標寄附件数 6,000 件、寄附金額 150,000,000 円  

⑵ ワンストップ特例申請希望件数  

2,400 件  

⑶ 見積項目  

(ア) 業務委託料：寄附金額に対する割合（％）  

※各ポータルサイト利用料クレジットカード等決済手数料については、振込手数料

相当額については、別途支払いとし、今回の見積項目より除く。  

※現行の郵便料金で見積もること。  

⑷ 留意事項  

(ア)見積限度額は、提出された他の事業者の参考見積書との比較に使用するもので

あり、予定価格を示すものではない。今後成立する予算に応じて、事業内容の

変更等を行う場合がある。  

(イ) 契約内容は、上記「見積項目」に基づいた内容での作成を想定している。  

(ウ) 今後ポータルサイトを追加した場合についても、同一業務委託料（単価）であ

ること。（ポータルサイトごとに業務委託料（単価）を変えないこと。）  

  

６ 質問及び回答 

本業務及び本要領についての質問は、様式第８号を用いて電子メールにより受け付け

ることとし、電話による質問の受付は行わない。質問の受付後、本村から受理確認の

メールを送信する。  
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⑴ 質問受付期限 令和６年１２月１１日（水）午後５時まで  

⑵ 質問送付先及び連絡先 kikaku@vill.tozawa.yamagata.jp（件名は「【質問書】事業

所名」とする。）  

⑶ 質問に対する回答 令和６年１２月１６日（月）までに村ホームページに掲載する。  

⑷ 連絡先下記「13 担当」に同じ  

 

７ 選定方法等  

(1)選定委員会を設置し、業務提案書の内容及び業務提案内容に係るプレゼンテーショ 

ンを総合的に勘案した上で、別紙「選定基準表」に基づき、採点を行う。  

(2)選定委員会は、審査の結果、評価の高い提案から順に順位付けを行い、評点の最も 

高い提案者（第１順位者）を「委託候補事業者」として選定する。  

(3)第１順位者が複数いる場合は、以下の順で委託候補事業者を選定する。  

(ア)第１順位者とした委員数が多い者  

(イ)選定基準の評価内容のうち、最も配点が高い項目の合計点が高い者  

(ウ)委員による協議  

(4)審査結果は、審査終了後、村ホームページに掲載する。なお、審査結果等について

の異議申立てについては応じない。  

  

８ 審査の実施 

企画提案書、見積書及びプレゼンテーションの内容に基づき、別紙「選定基準表」の

全ての項目で、選定を実施する。審査に当たっては、本村から企画提案書に基づく質

問書を送付する場合があるため、別に指定する日までに回答書を提出すること。  

(1) 日時  令和６年１２月２３日（月）   

個別の時間については、参加者に別途連絡する。   

(2)  場所   

戸沢村役場（山形県最上郡戸沢村大字古口 270 番地）   

(3)   実施方法 

参加者は、事前に提出した企画提案書に基づいてプレゼンテーションを行う。１

団体についてのプレゼンテーションの時間は 30 分程度（説明 20 分・質疑応答 

10 分程度）とし、参加人員数は３名までとする。  

(4)その他  

(ア)プレゼンテーションにあたっては、本村がモニターを用意するので、投影資料

や動画を使用する場合、当日はパソコンを持参すること。   

(イ)提案者が一者のみであっても、プロポーザルは実施するものとする。   

(ウ)プロポーザルの審査の結果、別途村で定める基準を満たす者がいない場合は、

契約候補者を選定しないものとする。  

９ 提案者の失格事項 

次のいずれかに該当した者は、失格とする。  

⑴ 「２参加資格」に示す提案者の資格要件を満たさない者  

⑵  提案資料を提出期限までに提出しなかった者  

⑶  プロポーザル参加表明書を提出した日から選定委員会において審査が終了するま  

での間に、本村へ不正な接触を行った者  

⑷  提出書類に虚偽の記載をした者  
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10 日程 

1 公募開始  令和６年１２月９日（月）  

2 質問受付期限  令和６年１２月１１日（水）  

3 質問に対する回答期限  令和６年１２月１６日（月）  

4 参加表明書等提出期限  令和６年１２月１３日（金）  

5 企画提案書等提出期限  令和６年１２月１７日（火）  

6 審査実施  令和６年１２月２３日（月）  

7 結果掲載日  令和６年１２月下旬予定  

8 契約締結、準備開始  令和７年１月上旬予定  

9 業務開始  令和７年４月１日（火）予定  

   

11 契約  

⑴ 契約方法  

(ア) 本村は、委託候補事業者と委託契約の締結交渉を行う。  

(イ) 委託候補事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、若しくは、失

格事由又は不正と認められる行為が判明した場合は、順次、次の順位以降の者を繰

り上げて、その者と交渉する。  

(ウ) 締結交渉の結果、合意に至った場合は業務委託契約を締結する。  

(エ) 契約締結後においても、受託者が本提案における失格事由又は不正と認められる行

為が判明した場合は、契約を解除することができるものとする。  

⑵ 再委託の禁止 

受託者は本業務について、一括して第三者に委託又は請け負わせてはならない。ただ

し、本村と協議のうえ、業務の一部を再委託することができる。この場合、あらかじめ

書面により本村の承認を得るものとする。  

⑶ 契約締結後の留意事項 

契約時における仕様は、仕様書及び企画提案書に基づき決定するが、本村と委託候補事

業者との協議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことがある。  

  

12  その他留意事項  

⑴ 提出された書類は返却しない。  

⑵ 提出する企画提案書は、参加者１者につき１提案とし、提出後の書き換え、差し替え、

追加等は、軽微な変更を除き認めないものとする。また、複数による共同での提案の場

合は、代表者を定めて１提案とする。  

⑶ プロポーザルに係る企画提案書等の作成および提出に要する経費、プロポーザルに参加

するための交通費等は、全て参加者の負担とする。   
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⑷ 虚偽の記載をした参加申込書等は無効とする。また、参加要件を満たさない者または受

注事業者選定までの間に参加要件を満たさなくなった者が提出した参加申込書等は無効

とする。  

⑸ 提案に際して、受注事業者として採用されないことがある点に十分留意し、関係者とト

ラブルのないようにすること。  

⑹ 公正な審査を妨害する恐れのある、あらゆる行為を禁止する。  

⑺ プロポーザル参加表明書を提出した後に辞退する場合は、速やかに 13 の担当まで連絡す

るとともに、書面にて辞退の届出を行うこと。  

⑻ プロポーザルの結果については、令和７年度の随意契約を確約するものではなく、諸般

の事由において随意契約の実施が不可能になった場合、当村は一切の責任を負わないこ

ととする。  

 

  

13 担当  

〒９９０－６４０１ 

山形県最上郡戸沢村大字古口２７０番地 

戸沢村 まちづくり課 企画調整係（担当：後藤）  

ＴＥＬ：０２３３－７２－２１５２ 

メール：kikaku@vill.tozawa.yamagata.jp  


